
● ① 担当部局の指定 ④ ⑥ 条例施行
② 委員会の組織

・ 市民憲章と一体的な検討 ③ ⑤
・

● ① ② ③ 進捗状況の管理 ③ 進捗状況の管理 ③ 進捗状況の管理 ③ 進捗状況の管理
④ 結果の公表 ④ 結果の公表 ④ 結果の公表 ④ 結果の公表

・ 行政改革推進本部の組織
・ 行政改革推進委員会の組織
・ 会議結果等の公開
・ 職員提案の実施(約1,000件) ① ① 実施計画の策定
・

※ ※
・ パブリックコメントの実施

合併～平成16年度
実　施　計　画　(年度目標)　及　び　実　績

　市は業務の企画立案から実施や評価に対して説明責任を有することを基本として、市民との情報の共有化を進め、市民のまちづ
くりへの参加の権利を保障するとともに、参加に伴う責務の発生も明らかにしながら、市民との協働によるまちづくりを基礎にし
た行政運営を進めます。
　また、市民の意志を政策に反映できる手段として住民投票制度を確立します。さらに、この基本姿勢を明確にするため、条例等
必要な制度の整備を行います。

市民との協働による新しいまちづくり

基幹的制度等の充実

区分
担当部・課 実施項目・内容（事務事業）

①

平成17年度

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅰ

１
施
策 単
施

まちづくり条例、市民参画条例制定に向けた検討

下 呂 市 行 政 改 革 実 施 計 画 及 び 実 施 効 果

計画

実績

計画

実績

平成18年度 平成19年度 平成21年度平成20年度
まちづくり条例の制定を行
います。

委員会審議経過
の公開

委員会での検討
及び審議経過の
条例案のパブ
リックコメント市民参画条例、住民投票制

度も含めて検討

大綱及び会議結
果等詳細はホー
ムベージで公開

行政改革大綱及び実施計画
の策定を行います。

行政改革大綱に
基づく実施計画
の策定

行政改革大綱の
策定職員による分科会の組織と

検討

行政改革大綱の
策定

大綱及び会議結
果等詳細はホー
ムベージで公開



● ① ② ③ ③ ③

①

● 市長交際費を公開します ① ② 市長交際費の公開② 市長交際費の公開② 市長交際費の公開② 市長交際費の公開

● ① ② 新ルールの研修 ⑤ 課題への対応 ② 文書管理の研修 ② 文書管理の研修
③ ⑥ 本格運用 ⑥ 運用 ⑥ 運用

・
・ ④ 課題の整理

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅰ 市民との協働による新しいまちづくり
　下呂市情報公開条例に基づく情報公開制度の的確な運用に努めるとともに、個人情報、プライバシーの保護に最善の配慮をしな
がら行政運営の公開性を高めます

施
策

１ 基幹的制度等の充実

単
施
② 情報公開と個人情報保護制度の充実

担当部・課 実施項目・内容（事務事業）
実　施　計　画　(年度目標)　及　び　実　績

区分 合併～平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
情報公開条例に基づき的確
な情報公開を進めます。

計画

市の条例規則を
ホームページで
閲覧可能にしま

情報公開の促進
に向けた課題の

公開の状況等を
検証・公開

公開の状況等を
検証・公開

公開の状況等を
検証・公開

実績

H17.8から閲覧可
能

計画

交際費支出基準
の作成と広報

実績

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅰ 市民との協働による新しいまちづくり
業務を効率的・円滑に行い、情報公開に的確に対応するため、文書管理システムの検討・整備を行います。
・データベースでの文書管理システムと連携した、紙ベースでの文書保管・管理システムの明確化。
・国県との文書のやり取りが電子化（ＬＧＷＡＮ）されることに伴い、データベースでの文書保管・管理システムの明確化。

施
策

１ 基幹的制度等の充実

単
施
③ 公文書公開に向けた文書管理システムの整備

担当部・課 実施項目・内容（事務事業）
実　施　計　画　(年度目標)　及　び　実　績

区分 合併～平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
文書管理システムを確立し
ます

計画

新しい文書管理
システムのルー
ルづくり

ルールに基づい
た仮運用 文書目録におけ

る公開・非公開
の明確な分類

紙ベースとデー
タベースの合致

実績



● ① ② 研究成果の公表 ④
③

・ 先進事例の調査等

● ① ① ① ① ① ①

③ ⑤ ⑥ ⑥
②

④ 課題の整理
① →

② →

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅰ 市民との協働による新しいまちづくり
　行政全般を対象とする「総合型」のオンブズマン制度を確立し、市民の行政に対する苦情処理や監視を行う制度の検討を行いま
す。

施
策

１ 基幹的制度等の充実

単
施
④ オンブズマン制度の検討

担当部・課 実施項目・内容（事務事業）
実　施　計　画　(年度目標)　及　び　実　績

区分 合併～平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
総合型オンブズマン制度の
研究を行います

計画

オンブズマン制
度の研究

前年度の評価と
方向性の決定特定分野でのオ

ンブズマン制度
の試行導入

実績

寄せられた市民の意見や苦
情等、情報の一元管理する
システムを整備します 計画

ホームページに
「あなたの声を
市政に」を設置
広報で「市長へ
の手紙」を実施

ホームページ
「あなたの声を
市政に」の継続

「あなたの声を
市政に」を継続

「あなたの声を
市政に」を継続

「あなたの声を
市政に」を継続

「あなたの声を
市政に」を継続

市民サロン等の
意見の集約

ネットワーク上
での一括管理シ
ステムの導入

情報の一括管理
システムの充実

情報の一括管理
システムの継続

実績

ホームページ
「あなたの声を
市政に」を共有

64件の紹介に64
件の回答(100％)

広報で「市長へ
の手紙」を実施

広報９月号～順
次回答掲載



● ① ② ④ ⑤

・ 先進事例の調査等③ 検証・課題の整理

● ※ ① ② ③ ④ 内部監査の充実

⑤ ⑥ ⑥

※ 法令審査会の継続※ 法令審査会の継続

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅰ 市民との協働による新しいまちづくり
　将来、より専門的な知識と経験を有し、独立の立場にある外部の「第三者」により行われる外部監査制度の導入を視野に入れ、
内部監査体制・制度の整備とともに法令遵守（コンプライアンス）機能の向上を図ります。

施
策

１ 基幹的制度等の充実

単
施
⑤ 外部監査制度等の検討

担当部・課 実施項目・内容（事務事業）
実　施　計　画　(年度目標)　及　び　実　績

区分 合併～平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
外部監査制度導入に向けた
研究を行います

計画

外部監査制度の
導入に向けた研

企業会計の監査
に試行導入

他会計への拡大
を検討

前年度検討結果
を基に実施

実績

内部監査制度の構築と、法
令担当の強化を進めます。

計画

法令審査会を設
け法令のチェッ
ク機能を強化 法令遵守体制の

強化･改善

実績

特定事業への職
員による内部監
査の検討

特定事業への内
部監査の試行実

内部(相互)監査
のルールの確定

法令担当機能の
強化

法令遵守体制の
強化(遵守課題の
掘起し)



● ① ① ③ 成果、結果の公表③ 成果、結果の公表③ 成果、結果の公表③ 成果、結果の公表

・

② ④ 予算への反映 ④ 予算への反映 ④ 予算への反映 ④ 予算への反映
(ルールづくり)

① ①

②

● ② ③ ④ ④ ④

④
※ ※ ※

※ ※ 職員の流動的配置※ 職員の流動的配置

① 組織改革案の構築② ③

※ ※ 同前年度

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅰ 市民との協働による新しいまちづくり
　現在策定中の総合計画においては、政策・施策・単位施策のレベルで「有効性」の観点で成果指標を設け、責任の所在を明らか
にし、結果を公表することとしています。今後は、事務事業にまで拡大し、効率性や経済性等も指標に加えることも含めて、必要
な準備を進めていきます。
・公共事業の実施にあたって、効率性や経済性等も指標に加えた事前・事後評価システムを検討し予算編成にも反映します。
・マラソン大会や花火などのイベントについても市全体のなかで、効果的に運営できるよう検討します。施

策

１ 基幹的制度等の充実

単
施
⑥ 行政評価システムの構築

担当部・課 実施項目・内容（事務事業）
実　施　計　画　(年度目標)　及　び　実　績

区分 合併～平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
行政評価システムの構築を
進めます。

計画

目的･目標・指
標・責任者を明
確化した計画の
構築

政策～単位施策の
段階で目的･指標･
責任者を明確にし
た｢まちづくり計画
表｣を全世帯配布

総合計画策定にあたって、
目的・目標・指標・責任者
を明確化した計画の構築

施策～単位施策レ
ベルでの評価･検
証に向けた取組み

｢まちづくり計画
表｣の評価･検証
結果を全世帯に
配布

｢まちづくり計画
表｣の評価･検証
結果を全世帯に
配布

｢まちづくり計画
表｣の評価･検証
結果を全世帯に
配布

｢まちづくり計画
表｣の評価･検証
結果を全世帯に
配布

(ルールに基づい
たシステムの試
行)

(ルールに基づい
たシステムの本
格運用)

(ルールに基づい
たシステムの本
格運用)

実績

政策～単位施策
の段階で目的･指
標･責任者を明確

｢まちづくり計画
表｣の全世帯配布
施策～単位施策レ
ベルでの評価･検
証に向けた取組み

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅰ 市民との協働による新しいまちづくり
　将来的な職員の削減、効率的な事務の執行、住民サービスレベルの維持等、重点的に行う事業への対応、多様な観点から検討を
行い、本庁、振興事務所や出張所の役割、組織の総合的な見直しを行います。

施
策

１ 基幹的制度等の充実

単
施
⑦ 組織の見直し

担当部・課 実施項目・内容（事務事業）
実　施　計　画　(年度目標)　及　び　実　績

区分 合併～平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
機能的で効率的な組織へと
改革を行います

計画

組織改革(ステッ
プⅠ)の検討

組織改革(ステッ
プⅡ)の実施

職員の減少に合
わせ機能的な組
織への見直し

職員の減少に合
わせ機能的な組
織への見直し

職員の減少に合
わせ機能的な組
織への見直し職員の減少に合

わせ機能的な組
織への見直し

重要施策への職
員の重点配置

重要施策への職
員の重点配置

重要施策への職
員の重点配置

職員の流動的配
置の検討

実績

組織改革(ステッ
プⅠ)の実施

組織改革(ステッ
プⅡ)の実施(17～18年度の改

革案) 広報３月号参照
(ホームページで
閲覧可能)


